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先先・

肋

馬

考

井

生

口

樹

続
日
本
紀
に

和
銅
六
年
五
月
二
目
。
畿
内
七
道
諸
国
郡
郷
名
著
ニ
好
字
→
其
郡
内
所
レ
生
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣
魚
虫
等
物
、
具
録
－
一
色
目
→
及
土
地
沃
埼
山
川
原
野
名
号
所
レ

由
、
又
古
老
相
伝
旧
聞
異
事
、
載
ニ
子
史
籍
二
＝
口
上
。

と
あ
る
官
符
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
作
成
さ
れ
、
提
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
つ
の
互
に
連
絡
の
な
い
報
告
書
の
中
に

一
、
葡
馬

二
、
乗
馬
等
切
断
其
葡

の
語
を
継
承
し
て
来
た
。

詳
し
く
は
、
一
は
所
調
常
陸
風
土
記
行
方
郡
麻
生
皇
の
条
に
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古
昔
、
麻
生
二
子
渚
泳
之
涯
「
圏
如
一
－
大
竹
「
長
余
二
条
→
周
レ
里
有
レ
山
、
椎
栗
槻
様
生
、
猪
狼
栖
住
。
其
野
出
ユ
滞
馬
→
口
飛
鳥
浄
御
原
大
宮
臨
軒
天
皇
之

世
間
郡
大
生
里
、
建
部
実
許
巨
命
、
得
ニ
此
野
馬
「
献
ニ
於
朝
延
→
所
調
行
方
馬
。
或
一
子
茨
城
之
里
馬
－
非
也
。

と
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
試
み
に
口
訳
し
て
み
る
と
、

昔
、
麻
が
海
は
た
の
崖
に
生
ひ
茂
っ
て
い
た
。
そ
の
麻
の
周
圏
は
大
き
な
竹
位
も
あ
り
、
長
さ
は
一
丈
以
上
も
あ
っ
た
。
里
を
囲
ん
で
山
が
あ
り
、
し
ひ
、

く
り
、
っ
き
、
い
ち
い
が
生
い
、
猪
、
猿
が
住
す
で
い
た
。
そ
の
野
に
葡
馬
を
産
出
す
る
。
天
武
天
皇
の
御
代
に
、
同
じ
行
方
の
郡
の
大
生
の
里
の
建
部
実

許
巴
命
が
、
乙
の
野
の
馬
を
掴
え
得
て
、
朝
延
に
献
上
し
た
。
い
わ
ゆ
る
行
方
の
馬
で
あ
る
。
あ
る
い
は
茨
城
の
里
の
馬
と
云
っ
て
い
る
の
は
間
違
っ
て
い

る
。

と
な
る
。

二
は
、
播
磨
風
土
記
美
嚢
郡
志
深
里
の
条
に

於
実
実
実
天
皇
等
、
所
ヨ
一
以
坐
ニ
於
此
土
－
者
、
汝
父
、
市
辺

室
→
然
後
、
意
美
自
知
ニ
重
罪
「
乗
馬
等
、
切
ニ
断
其
筋
－
遂
放
之
。
亦
、
持
物
按
等
、
尽
焼
廃
之即経
死
之
。
（
以
下
略
）
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天
皇
命
、
所
レ
殺
ニ
於
近
江
国
擢
綿
野
－
之
時
、
率
－
一
雫
部
連
意
美
一
而
逃
来
、
隠
ニ
於
惟
村
石

と
あ
っ
て
、

於
実
実
実
の
天
皇
が
、
乙
の
土
地
に
住
ん
で
お
い
で
に
な
っ
た
所
以
は
、
御
二
方
の
父
市
辺
天
皇
が
近
江
の
国
の
擢
線
野
で
殺
害
さ
れ
た
時
に
、
日
下
部
連

意
美
を
率
い
て
逃
れ
来
て
、
と
の
村
の
石
室
に
隠
れ
た
。
そ
の
後
で
、
意
美
は
、
自
分
で
重
い
罪
で
あ
る
と
と
を
知
っ
て
、
乗
馬
は
そ
の
筋
を
切
断
し
て
追

い
放
し
、
又
、
持
ち
物
や
鞍
な
ど
は
、
全
部
焼
き
捨
て
、
す
ぐ
に
溢
れ
死
ん
だ
。

と
云
う
内
容
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
前
後
の
文
脈
か
ら
、
各
々
、
そ
の
置
れ
て
い
る
位
置
と
状
況
と
は
判
明
し
た
が
、
一、

「
葡
馬
」
二
、
「
乗
馬
等
切
断
其
葡
」
が
何
を
意
味
す

る
か
、
そ
の
内
容
が
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
し
て
「
翫
」
及
び
「
葡
」
の
字
解
と
、
「
翫
馬
」

「
乗
馬
等
切
断
其
筋
」
が
何
を
意
味
せ
ん
と
し
て
い
る

の
か
を
考
察
し
た
い
。

さ
て

一
の
常
陸
風
土
記
の
「
前
」
の
字
に
つ
い
て
、
西
野
宜
明
校
訂
の
「
訂
正
常
陸
風
土
記
」
は
頭
註
花



按
葡
字
丁
本
作
－
一
新
字
己
本
或
砺
字
－
諸
本
共
不
レ
詳
。
扶
桑
略
記
日
天
智
天
皇
七
年
五
月
自
常
陸
国
進
白
婚
井
生
魚
馬
蓋
是
事
也
。
天
智
天
武
不
レ
同
者
伝
聞

之
異
市
巳
葡
字
未
レ
詳
。
按
葡
字
恐
生
角
二
字
靴
合
為
二
字
－
也

と
し
て
、

「
生
角
馬
」
の
説
を
上
げ
た
。
そ
れ
を
、
栗
田
寛
氏
は
「
標
註
古
風
土
記
」
に
於
い
て

寛
按
ず
る
に
、
此
説
非
也
。
粛
は
筋
の
誤
り
。
新
撰
字
鏡
に
筋
肉
之
有
力
也
、
須
知
、
と
あ
り

と
し
て
、
始
め
て
「
ス
チ
」
と
訓
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、

「
訂
正
常
陸
風
土
記
」
で
巳
本
に
「
商
」
の
字
と
あ
る
の
は
、
検
校
塙
保
己
一
印
行
本
と
あ
る
か
ら
群
書
類
従
の
そ
れ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
乙

の
方
で
は
や
は
り
「
帝
馬
」
と
あ
る
。
で
諸
本
に
「
衛
馬
」
の
字
の
外
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
は
、
播
磨
風
土
記
の
「
乗
馬
等
切
断
其
筋
」
か
ら
混
同
し
た
知

識
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
乙
の
両
字
は
、
始
め
か
ら
同
じ
文
字
に
訳
さ
れ
る
べ
き
因
縁
が
あ
っ
て
、
注
意
が
受
け
継
が
れ
、
故
に
諸
家
も
両
字
に
渡
っ
て
解
釈

さ
れ
る
も
の
と
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。

「
播
磨
風
土
記
物
語
」
に
、
「
筋
」
を
「
勅
」
の
意
で
あ
る
乙
と
略
々
疑
い
な
い
と
し
て
、

「
ス
ヂ
」
と
訓
ん
で
は
両
者
に
共
通
し
た
意
味
を
見
い
出
す
乙
と
が
出
来
な
い
と
し
て
、
二
に
つ
い
て
、
松
岡
静
男
氏
は

「
フ
モ
ダ
シ
」
と
訓
み
紳
の
意
と
し
、
続

「
勅
」
の
誤
字
と
し
、
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し
か
し
て
、

「
筋
」
と
し
て
、

い
て
、

一
に
つ
い
て
も
「
常
陸
風
土
記
物
語
」
に
、「
事
」
を
も
「
勅
」
の
文
字
の
誤
ま
り
で
あ
る
と
し
、
乗
馬
用
の
馬
の
意
味
と
し
た
。

別
に
、
井
上
通
泰
氏
は
、
「
播
磨
風
土
記
新
考
」
に
於
い
て
「
葡
」
を
「
勅
」
の
誤
字
と
し
て
、
こ
を
、
「
ノ
リ
シ
馬
ハ
ソ
ノ
タ
ヅ
ナ
ヲ
キ
リ
タ
チ
テ
」

と
訓
み
下
し
た
。

以
降
、
諸
氏
は
乙
れ
に
よ
る
も
の
多
く
、
秋
本
吉
郎
氏
は
、
「
勅
」
を
一
で
は
「
の
り
う
ま
」
、
こ
で
は
「
た
づ
な
」
と
訓
み
分
け
て
い
る
の
に
代
表
さ
れ

る
し
か
し
、

「
葡
」
「
衛
」
を
共
に
「
勅
」
の
誤
字
と
す
る
の
は
、
「
朝
日
新
聞
社
版
・
日
本
古
典
全
書
・
風
土
記
」
の
頭
註
で
、
久
松
潜
一
博
士
の
御
指
摘
の

ご
と
く
無
理
で
あ
っ
て
、
播
磨
風
土
記
に
「
勅
」
と
し
て
「
た
づ
な
」
と
し
て
も
、
常
陸
風
土
記
で
「
の
り
う
ま
」
と
訓
む
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う

カ＝
そ
乙
で
、
栗
田
寛
氏
が
換
し
た
新
撰
字
鏡
を
も
う
一
度
あ
た
る
と
、
竹
部
第
七
十
四
に



百
居
欣
反
字

有
用
従
竹
須
知

と
あ
っ
て
、
頭
註
に

筋
l

商
・
字
従
竹
λ
肉
之
有
力
也
）

と
あ
る
。
又
、
草
部
第
七
十
に
は

商
筋
筋
μ問
問
…
刊
一
肌
ヌ

と
あ
る
。

更
に
、
類
粟
名
義
抄
に
は

萌
筋
商
初
旬
チ

士
刀
キ
ム
・
コ
ム
・
爪
チ

首
竹
名
衣
笠

筋
一
豆
筋
筋
谷
通
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肋
爪
ヂ

「
筋
」
共
に
「
筋
」
の
異
字
と
し
、
キ
ン
或
い
は
す
ぢ
と
読
む
乙
と
に
落
着
い
て
ま
ず
は
よ
い
。
従
っ
て
、
今
は
、
両
者
に

納
得
で
き
る
解
釈
の
有
無
に
帰
す
と
と
に
な
る
。

「
葡
」

等
と
見
え
て
い
る
か
ら

朝
廷
の
儀
式
に
整
理
さ
れ
た
馬
を
中
心
に
す
る
行
事
は
、
平
安
朝
に
な
っ
て
固
定
し
た
正
月
七
日
の
白
馬
節
会
で
あ
る
。
国
史
に
は

承
和
元
年
正
月
七
日
、
御
一
一
豊
楽
殿
「
観
ニ
青
馬
「
宴
ニ
群
臣
－

ー
！
続
日
本
後
紀

と
あ
る
を
も
っ
て
始
め
と
し
て
い
る
が
、
万
葉
集
巻
第
二
十
の
大
伴
家
持
の
歌

水
鳥
の
鴨
の
羽
の
色
の
青
馬
を
今
日
見
る
人
は
か
ぎ
り
な
し
と
い
ふ

右
一
首
為
－L
u日
侍
宴
－
右
中
耕
大
伴
宿
禰
家
持
預
作
ニ
比
歌
→
但
依
ニ
仁
王
会
事
－
却
以
ニ
六
日
－
於
内
裏
召
一
一
諸
王
卿
等
－
賜
レ
酒
庫
宴
給
レ
禄
、

因
レ
斯
不
レ
奏



也

か
ら
察
す
る
と
、
そ
の
歌
順
か
ら
天
平
宝
字
二
年
に
は
、
乙
の
儀
式
が
計
画
さ
れ
て
い
た
乙
と
が
判
明
す
る
。
青
馬
白
馬
の
議
論
は
、
本
居
宣
長
の
玉
勝
間
や

伴
信
友
の
比
古
婆
衣
に
尽
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
に
も
、
春
に
陽
物
を
見
る
中
国
の
風
習
を
習
っ
た
も
の
と
し
、
玉
勝
聞
は
、
そ
の
出
典
と
し
て
、
礼
記
月

令
の
「
孟
春
之
月
云
々
。
天
子
居
ニ
青
陽
左
〈
l

「
乗
ニ
鷲
路
「
駕
ニ
蒼
竜
「
財
ニ
青
耕
「
衣
ニ
青
衣
「
服
ニ
蒼
玉
乙
を
上
げ
た
。
文
徳
実
録
に
は

仁
寿
二
年
正
月
七
日
、
幸
ニ
豊
楽
殿
－
以
覧
ニ
青
馬
一
助
ニ
陽
気
－
也

と
、
馬
を
見
る
目
的
を
明
記
し
て
い
る
。
馬
自
身
が
陽
の
動
物
で
あ
る
と
云
う
説
明
は
、
中
国
に
古
く
て
そ
れ
以
上
に
は
訳
ら
な
い
が
、
我
が
国
で
は
、
馬
の

陽
物
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
傾
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
馬
が
陽
の
動
物
で
あ
る
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
か
、
或
は
、
元
々
場
物
へ
の
注
目
か
ら
馬
が
陽
の
動
物
に

な
っ
た
の
か
、
出
典
の
古
さ
か
ら
だ
け
で
は
訳
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
馬
を
観
る
効
用
は
、
朝
延
で
は
、
最
後
に
陽
を
助
け
る
と
云
う
目
的
に
集
合

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
中
国
の
出
典
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
正
月
七
日
の
年
中
行
事
に
な
る
以
前
に
も
、
春
に
馬
を
見
る
風
習
は
伝
っ
て
い
た
の

四
年
二
月
五
目
、
天
皇
幸
ニ
子
服
上
披
「
観
ニ
公
卿
大
夫
之
馬

- 5 ー

で
は
な
か
ろ
う
か
。
持
統
紀
に
は

五
年
三
月
五
目
、
天
皇
観
ニ
公
私
馬
於
御
苑
一

と
云
う
記
事
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
軍
事
用
の
目
的
と
は
云
い
切
れ
な
く
な
る
。

さ
て
、
風
土
記
に
記
載
さ
れ
た
、
諸
郡
産
出
の
品
物
の
記
録
は
、
経
済
的
に
は
調
と
し
て
朝
廷
を
支
え
る
品
物
の
報
告
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
常
陸
風
土

記
の
萌
馬
の
場
合
も
、
献
馬
・
貢
馬
の
資
料
で
あ
っ
て
、

は
、
記
録
の
時
代
は
下
る
が
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
詞
章
と
、
そ
の
献
上
物
に
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
延
喜
式
臨
時
祭
に

一
名
行
方
馬
で
あ
る
と
、
茨
城
の
馬
で
は
な
い
乙
と
を
明
示
し
て
い
る
。
乙
う
し
た
、
貢
馬
の
例

国
造
奏
ニ
神
寿
詞
－

玉
六
十
八
枚
。

（
割
注
を
略
す
）
金
銀
装
横
万
一
口
。
鏡
一
面
。
倭
文
二
端
。
白
眼
鴇
毛
馬
一
疋
、
白
鵠
二
翼
。
御
費
五
十
昇
。

と
あ
り
、
神
賀
詞
に
は
、

白
き
御
馬
の
前
足
の
爪
、
後
足
の
爪
踏
み
立
つ
る
事
は
、
大
宮
の
内
外
の
御
門
の
柱
を
、
上
津
石
根
に
踏
み
堅
め
、
下
津
石
根
に
踏
み
凝
ら
し
、
振
り
立
つ



る
事
は
、
耳
の
弥
高
に
天
下
を
知
し
食
さ
む
事
の
志
の
た
め

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
馬
を
祭
上
に
牽
き
出
し
て
、
一
々
指
さ
し
な
が
ら
服
従
を
誓
っ
た
も
の
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
乙
れ
ら
の
献
上
品
は
、
単
に
経
済
的
な
意

味
か
ら
で
は
な
く
、
出
雲
の
幸
の
依
代
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。
又
、
乙
の
詞
章
は
、
い
づ
れ
古
い
伝
承
の
平
安
朝
で
の
断
面
で
あ
ろ
う
し
、
諸
国
の
国
造
の
服

従
式
の
代
表
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

天
武
紀
に
は
、
目
的
を
違
え
な
が
ら
、
諸
国
造
に
馬
を
献
上
せ
し
め
た
例
が
あ
る
。

五
年
八
月
十
六
日
、
詔
目
、
四
方
為
ニ
大
解
除
（
用
物
則
国
別
国
造
輸
ニ
蹴
柱
「
馬
一
匹
、
布
一
常
、

と
云
う
も
の
で
、
と
の
大
解
除
は
、
九
月
の
条
に
「
為
一
一
新
嘗
－
ト
ニ
国
」
郡
と
あ
る
か
ら
新
嘗
祭
の
た
め
の
解
除
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
肢
の
詞
章
を
各
国

（
後
略
）

造
が
輸
し
た
諸
国
の
馬
の
耳
へ
聞
き
と
ど
か
す
と
と
で
、
全
国
の
械
を
猷
う
と
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
集
め
ら
れ
た
諸
国
の
馬
は
、
諸
国
の
蹟
物
と
し

て
朝
廷
の
財
産
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
大
放
の
本
縁
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
須
佐
之
男
尊
の
顧
罪
の
千
座
置
戸
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
結
局
、
贋
物
の
形

を
と
っ
た
貢
馬
と
云
う
と
と
に
な
る
。
故
に
、
乙
の
一
名
行
方
馬
と
呼
ば
れ
る
筋
馬
は
、
出
雲
の
国
造
が
献
上
す
る
白
馬
に
近
い
意
味
を
も
っ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
筋
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
日
本
紀
・
万
葉
集
に
は
、
体
力
を
意
味
す
る
筋
力
の
語
が
一
例
ず
つ
あ
る
よ
り
な
い
。
と
れ
ら
は
、
漢
語
で
キ
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ン
リ
ョ
ク
と
音
読
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
使
用
さ
れ
る
「
ス
ヂ
」
の
語
に
は
、
系
統
・
血
統
を
表
わ
す
意
味
が
あ
り
、
と
の
語
は
、
文
献
に
残
さ

れ
て
い
る
限
り
で
は
平
安
朝
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
柳
田
国
男
氏
は
、
と
の
系
統
を
継
承
す
る
と
云
う
内
容
の
「
ス
ヂ
」
の
非
常
に
古
い
例
と
し
て
、
信
州
上
田

地
方
で
稲
種
の
俵
を
特
に
ス
ヂ
俵
と
云
っ
て
い
る
例
に
注
意
さ
れ
た
。
食
用
に
供
せ
ら
れ
る
普
通
の
米
俵
と
は
区
別
さ
れ
て
、
ス
ヂ
俵
は
本
家
筋
が
と
れ
を
祭

り
、
冬
を
越
し
て
春
に
は
、
分
家
へ
も
分
配
す
る
。
そ
の
と
と
か
ら
論
を
進
め
て
、
結
婚
は
両
家
の
稲
種
を
一
つ
に
す
る
乙
と
で
は
な
い
か
と
示
唆
さ
れ
た
。

一
つ
に
は
、
稲
種
の
混
同
を
極
度
に
避
け
る
禁
忌
は
、
混
合
種
は
稲
の
茎
ば
か
り
丈
夫
に
な
っ
て
実
を
結
ば
な
い
と
云
う
植
物
学
的
な
理
由
に
も
よ
る
が
、
馬

の
場
合
で
も
同
様
で
、
駿
馬
を
得
る
た
め
の
絶
対
的
条
件
で
あ
る
。
馬
の
品
種
に
、
甲
斐
・
信
濃
・
薩
摩
・
肥
前
等
々
、
地
名
を
負
っ
た
名
称
の
多
い
の
も
と

の
理
由
に
よ
る
。
又
、
千
葉
県
で
。
牡
馬
を
「
ス
ズ
ン
マ
」
と
云
う
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
（
千
葉
方
言
山
武
郡
篇
）
、
別
に
、
青
森
県
鯵
ケ
沢
で
、
男
根
を

ス
ン
ズ
と
云
っ
て
い
る
隠
語
が
あ
る
。

更
に
佐
藤
信
彦
教
授
よ
り
、
馬
喰
は
馬
陰
を
必
ず
キ
ン
と
云
い
、
腸
馬
を
キ
ン
キ
リ
マ
、
キ
ン
ヌ
キ
ウ
マ
と
云
う
と
の
御
教
授
に
あ
ず
か
っ
た
。



一
層
は
っ
き
り
し
た
。
い
ず
れ
、
種
馬
を
諸
国
よ
り
貢
献
せ
し
め
る
中
国
の
風
習
の
伝
来
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
が
、
我
が
国
に
這
入
っ
て
は
国
魂
の
献
上
と
云
う
意
義
を
負
っ
た
。
だ
か
ら
、
筋
馬
が
行
方
馬
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
他
郡
の
馬
で
は
な

と
の
乙
と
で
、
筋
馬
が
種
馬
で
あ
る
乙
と
は

く
、
行
方
郡
の
正
統
的
な
馬
マ
あ
る
と
云
う
重
要
な
報
告
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
肉
中
に
通
ず
る
脈
理
、
体
力
、
臆
等
の
意
味
し
か
な
い
中
国
語
の
筋
（
キ
ン
）
が
、
い
か
に
し
て
日
本
語
の
そ
う
し
た
「
ス
ヂ
」
に
結
び
つ
い
た

か
、
又
は
馬
喰
の
云
う
キ
ン
が
筋
の
音
で
そ
の
方
が
先
き
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
系
路
を
判
然
と
す
る
と
と
は
今
の
段
階
で
は
ひ
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

。

と
こ
ろ
で
、
播
磨
風
土
記
の
「
乗
馬
等
切
ユ
断
其
筋
乙
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
人
と
馬
と
の
交
渉
は
、
単
に
人
が
馬
を
運
搬
用
に
用
い
る
と
云

う
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
馬
が
人
よ
り
早
く
人
の
運
命
を
聞
く
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
大
般
の
馬
に
し
て
も
、
祝
詞
の
詞
章
の

上
で
は
、

ひ
清
め
給
う
事
を
、
諸
聞
し
食
せ
と
宣
る
。
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今
日
よ
り
始
め
て
罪
と
云
う
罪
は
在
ら
じ
と
、
高
天
原
に
耳
振
り
立
て
て
聞
く
物
と
馬
牽
き
立
て
て
、
今
年
の
六
月
の
晦
の
日
の
、
夕
日
の
降
の
大
赦
へ
給

と
、
罪
が
清
め
ら
れ
た
と
云
う
乙
と
の
証
と
し
て
、
馬
の
耳
を
上
げ
て
い
る
の
だ
が
、
国
々
の
霊
魂
を
背
負
っ
た
馬
で
あ
っ
た
乙
と
に
留
意
す
れ
だ
、
馬
が
烏

と
同
じ
よ
う
に
霊
魂
を
な
じ
ま
せ
る
玩
び
物
で
あ
っ
た
乙
と
に
よ
る
。
清
寧
紀
に
は

一
年
十
月
四
日
、
詔
、
犬
馬
器
翫
不
レ
得
ニ
献
上
→

と
あ
る
。
馬
が
人
の
所
有
物
で
あ
る
と
云
う
関
係
は
、
同
時
に
、
馬
が
そ
れ
を
所
有
す
る
人
の
マ
ナ

l

の
一
部
を
担
っ
て
い
る
と
云
う
乙
と
で
、
人
格
の
延
長

が
考
え
ら
れ
る
。
万
葉
集
巻
第
十
三
に
は
、
次
の
よ
う
な
按
歌
が
あ
る
。

も
も
し
ぬ
の

三
野
の
王

西
の
厩

立
て
て
飼
ふ
駒

東
の
厩

立
て
て
飼
ふ
駒

草
乙
そ
は

取
り
て
飼
ふ
が
に

水
こ
そ
は

汲
み
て
飼
ふ
が
に

何
し
か
も

葦
毛
の
馬
の

噺
え
立
ち
つ
る

反
歌

衣
手
葦
毛
の
馬
の
噺
ゆ
声
情
あ
れ
か
も
常
ゆ
異
に
陪
く



題
調
か
ら
、
三
野
の
王
の
掻
歌
と
知
れ
る
が
、
内
容
は
た
だ
飼
い
馬
が
常
に
な
い
動
揺
を
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
の
み
を
歌
っ
て
い
る
。
馬
が
主
人
に
非
常
に

親
し
い
関
係
に
あ
る
と
云
う
乙
と
、
主
人
の
死
が
馬
の
魂
を
浮
動
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、

拐
歌
と
し
て
解
釈
で
き
な

ぃ
。
今
日
さ
ほ
ど
名
誉
あ
る
名
前
と
も
思
え
な
い
馬
飼
と
云
う
名
称
が
、
古
代
に
数
多
く
あ
る
の
も
、
人
と
馬
と
の
霊
魂
の
流
通
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
極
端
に
働
く
と
、
馬
を
主
人
に
殉
ず
る
習
慣
に
な
る
。
同
じ
播
磨
風
土
記
の
鶴
磨
郡
胎
和
里
の
条
に
、
馬
墓
の
池
の
地
名
説
話
が
あ
る
。

昔
、
大
長
谷
天
皇
御
世
、
尾
治
連
等
上
祖
長
日
子
、
有
ニ
善
牌
興
予
馬
、
並
合
一
之
意
→
於
レ
是
、
長
日
子
、
将
死
之
時
、
謂
ニ
其
子
一
目
、
吾
死
以
後
、
皆
葬
レ

准
レ
吾
。
即
、
為
レ
之
作
レ
墓
、
第
一
為
ニ
長
日
子
墓
「
第
二
為
一
一
牌
墓
「
第
三
為
ニ
馬
墓
－
併
有

L
ニ
。

こ
の
穆
馬
の
習
わ
し
は
、
孝
徳
紀
、
大
化
二
年
の
詔
と
し
て
、

凡
人
死
亡
之
時
、
若
経
自
殉
、
或
絞
レ
人
殉
、
及
強
殉
ニ
亡
人
之
馬
「
或
為
ユ
亡
人
一
蔵
ニ
宝
於
墓
「
或
為
ニ
亡
人
－
断
レ
髪
刺
レ
股
而
誌
、
如
レ
此
旧
俗
一
皆
悉
断
、

と
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
詔
勅
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
と
云
う
乙
と
は
、
播
磨
国
だ
け
の
土
俗
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
殉
葬
の
風
が
か
な
り
滴
漫
し
て
い
た
乙
と

を
示
そ
う
。
先
き
の
万
葉
集
十
三
巻
の
三
野
の
王
の
撹
歌
も
騒
馬
に
な
る
馬
の
そ
の
運
命
を
知
つ
て
の
鳴
き
声
と
解
釈
す
る
説
も
あ
る
。

又
、
人
間
の
罪
を
馬
で
蹟
う
記
録
も
あ
る
。
雄
略
天
皇
十
三
年
三
月
の
条
に
は
、
歯
田
根
命
が
、
采
女
山
辺
の
小
島
に
姦
け
て
責
め
ら
れ
、
馬
八
匹
大
万
八-8-

口
を
も
っ
て
罪
過
を
献
除
し
て
、
死
罪
を
免
か
れ
て
い
る
。

歯
田
根
命
、
以
＝
馬
八
匹
大
万
八
口
一
蹴
ニ
除
罪
過
－

と
の
例
は
後
の
解
釈
で
は
罰
金
刑
に
あ
た
る
も
の
だ
が
、
財
産
と
本
人
の
資
格
が
一
続
き
で
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
究
極
に
は
、
死
罪
或
い
は
自
経
す
る

乙
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
垂
仁
紀
の
狭
穂
彦
の
乱
で
は
、
皇
后
狭
穂
姫
が
、
謀
反
に
免
ぎ
れ
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
、

「
乃
知
一
一
妾
有
予
罪
。
何
得
－
一
面
縛
→

自
経
而
死
耳
」
と
云
い
焼
死
し
て
い
る
。
雄
略
紀
で
は
、
天
皇
の
怒
り
に
触
れ
た
者
の
多
く
の
死
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
眉
輸
の
王
の
事
件
に
、
王
と
黒
彦
皇

子
と
を
匿
っ
た
円
大
臣
は
、
息
女
と
葛
城
の
宅
七
区
と
で
購
っ
た
が
許
さ
れ
ず
、
皇
子
と
王
と
共
に
焼
死
し
て
い
る
。

伏
願
、
大
玉
、
奉
ニ
献
臣
女
韓
媛
与
ニ
葛
城
宅
七
区
（
請
ユ
以
頭
下
罪
。
天
皇
不
レ
許
、
縦
火
、
燭
レ
宅
。
於
レ
是
大
臣
、
与
ニ
黒
彦
皇
子
、
眉
輪
王
「
倶
被
一
一
矯
死
→

こ
う
し
た
例
は
い
く
ら
も
あ
っ
て
、
つ
ま
り
絶
対
者
に
罪
を
指
定
さ
れ
た
者
は
、
時
に
災
難
で
あ
っ
て
も
相
等
す
る
噴
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う

と
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
罪
の
最
大
な
も
の
は
、
皇
統
へ
の
謀
反
で
あ
っ
た
。
神
な
り
天
皇
な
り
に
存
在
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
自
覚
し
た
場
合
、
死
を
も
っ
て



罪
を
購
う
の
で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
は
、
そ
の
血
統
の
存
在
を
否
定
さ
れ
る
類
親
刑
へ
と
発
展
す
る
。

さ
て
、
中
国
の
腸
馬
の
風
習
は
非
常
に
古
い
も
の
だ
が
、
そ
の
実
用
性
に
利
用
の
目
を
向
け
る
以
前
の
、
何
の
た
め
に
馬
を
腸
し
た
か
と
云
う
、
そ
の
起
元

は
知
れ
な
い
。
が
人
の
場
合
は
、
死
刑
、
類
親
刑
に
繋
が
り
、
そ
の
代
り
と
な
る
も
の
に
富
官
に
な
る
道
が
あ
る
。
子
孫
へ
の
系
統
を
断
ち
切
る
こ
と
は
非
人

聞
に
な
る
乙
と
で
、
意
志
の
な
い
、
無
所
属
の
人
聞
に
す
る
こ
と
だ
。
馬
を
腸
す
る
と
云
う
こ
と
に
も
、
こ
う
し
た
理
由
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
か
ら
播
磨
風
土
記
の
二
の
「
筋
を
切
断
す
る
」
と
は
、
馬
陰
を
切
断
し
た
と
云
う
乙
と
と
し
た
い
。
即
ち
、
日
下
部
連
意
美
は
於
実
裳
実
の
玉
に
率
い

ら
れ
て
、
（
し
か
し
実
は
意
美
が
二
王
を
誘
っ
て
）
逃
れ
来
て
、
石
室
に
二
王
を
隠
し
た
。
そ
う
し
た
後
で
、
意
美
は
自
分
か
ら
雄
略
天
皇
の
皇
統
に
謀
反
し

た
乙
と
を
自
覚
し
、
そ
の
重
罪
の
何
に
よ
っ
て
も
蹟
う
べ
く
も
な
い
と
と
を
悟
っ
て
、
馬
を
自
分
に
准
じ
て
種
を
絶
や
し
追
い
放
し
、
持
物
・
鞍
な
ど
は
尽
く

焼
き
捨
て
、
そ
の
上
で
存
在
す
る
乙
と
を
否
定
す
べ
く
自
経
し
た
乙
と
と
な
る
。
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